
HOKUTO
TOPICS ほくとの情報

詳細はこちら
税の申告がはじまります

お知らせ

2/16㊊　　▶　　3/16㊊

受付時間：９：00～15：00
今回から、申告受付の終了時間は午後３時です。ご注意ください。

令和８年１月１日現在で北斗市に住所があり、次のいずれかに当てはまる方
◦農業・漁業・自営業などの事業収入や、地代・家賃などの不動産収入がある方
◦年末調整をしていない方、または給与を２か所以上から受けている方
◦給与や年金以外の所得が20万円を超える方
◦生命保険の満期金などの一時所得や雑所得がある方
◦ 北斗市国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者で、収入がない方や遺族年金・障害年金など非課税収入の

みの方

申告が必要 「申告が必要な方」に該当する場合は、案内はがきが届いていなくても申告が必要です。

必ず必要なもの

本人確認書類 マイナンバーカード　
※マイナンバーカードがない方は、個人番号確認書類と身分確認書類

収入を証明するもの ◦給与、公的年金等の源泉徴収票や報酬の支払調書
◦事業収入・不動産収入のある方は、収支内訳書

他に必要なもの（申告内容によって必要なもの）

各種控除証明書 社会保険料、国民年金保険料、生命保険料、地震保険料などの控除証明書

医療費控除の明細書 令和７年中にかかった病院と支払った金額をまとめたもの
※医療費通知をお持ちの方は、添付することで記載を省略できます

扶養親族に関する書類 扶養親族のマイナンバーと収入のわかるもの

身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳

本人もしくは扶養親族に該当者がいる場合のみ必要

寄附金受領証明書 寄附先の市町村から受け取ったもの
※ワンストップ特例申請をしていても、申告を行う場合は必要

本人名義の通帳 所得税が還付となった場合に必要

申告案内はがき（届いた方のみ） 令和８年１月１日国保加入世帯主の方で、令和６年中の申告状況により、
今年も申告が必要と判断した方に対し、１月下旬中に送付しています

前年分申告の控え 前年に申告された方はお持ちください

印鑑
（預貯金通帳に使用しているもの） 所得税の納付を新たに口座振替で希望する場合のみ

持ち物

◦お住まいの受付地区（会場）で申告できない場合は、ほかの会場をご利用ください。
◦ 混 印の日程は大変混雑が予想されます。来場の際は時間に余裕をもつか、できるだけ別の日程をお選びください。

函館税務署からのお知らせ

マイナポータル連携で自動入力
マイナンバーカードを使ってマイナポー
タル連携をすると、医療費やふるさと納
税などのデータをまとめて取得し、確定
申告書に自動入力できます。

　　　　　詳しくはこちら→
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◦給与所得のみで年末調整を行っていて、所得控除額に変更がない方
◦年金収入のみで所得税の源泉徴収がされず、年金収入の合計額が一定額以下の方
　 1 昭和36年１月１日以前生まれの方…148万円以下
　 2 昭和36年１月２日以降生まれの方…98万円以下

申告が不要

所得税に関すること　問  函館税務署　 TEL31－3171市道民税・国保税に関すること　問  税務課所得課税係　内132～134

忘れ物がないよう
確認しよう！

実施日 受付地区 会場

　2/16㊊ 当別・三ツ石地区 石別
住民センター

　2/17㊋ 茂辺地・
茂辺地市ノ渡地区

茂辺地
住民センター

　2/18㊌
谷好・富川・桜岱・
水無・三好・矢不来・
館野地区

谷好
住民センター

混 2/19㊍、20㊎、
　2/24㊋、25㊌

七重浜・
追分１丁目地区

七重浜
住民センター

　2/26㊍ 追分・
追分２～７丁目地区

追分
福祉センター

混 2/27㊎
　3/2㊊、3㊋

久根別・
東浜１丁目地区

久根別
住民センター 

実施日 受付地区 会場

　3/4㊌、5㊍
飯生・押上・大工川・
常盤・公園通・添山・
昭和地区

エイド '03

混 3/6㊎
　3/9㊊、10㊋

本町・本郷・市渡・
村山・中山・稲里・
白川・細入・南大野・
向野・文月・村内地区

北斗市
公民館

　3/11㊌
開発・東前・萩野・
一本木・千代田・
清水川地区

農業振興
センター

混 3/12㊍
　3/13㊎、16㊊

中央・中野通・中野・
清川・野崎・
東浜２丁目地区

北斗市役所
大会議室

02 個人住民税申告の電子化スタート
マイナンバーカードを使って、スマホや
パソコンから個人住民税の申告ができる
ようになります。
決定次第、詳細は市公式ホームページで
お知らせします。
　　　　　　　　市公式HP→

電子申告がおすすめの方　

·前年の収入がない方
· 遺族年金、失業保険など非課税収入の

みの方
·非課税証明書が必要な方

03申告は、便利なe-Tax（電子申告）で！
確定申告は、マイナンバーカードとスマホで簡単
にできます。
申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等
作成コーナー」から作成し、e-Taxで
提出できます。

e-Taxについて、詳しくはこちら→

01 次の方は、函館税務署で申告してください。
（北斗市内の申告会場では受付不可）
·青色申告の方
·初めて住宅借入金等特別控除を申告する方
· 譲渡所得（土地、建物、株式の売却）のある方や

損失の申告をする方
·山林所得、配当所得のある方
·消費税の申告がある方
受付期間

２月16日（月）～３月16日（月）　9：00～14：00
　※還付申告は令和８年１月から受付
　※相談はLINEによる事前予約制→
　※入場には整理券が必要
　　（当日配布またはLINE発行）
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r7_smart_shinkoku/pdf/02.pdf
https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/2885.html
https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/20287.html
https://www.nta.go.jp/about/organization/sapporo/topics/kakutei/sakusei/index.htm
https://www.nta.go.jp/line/index.htm

